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フロン排出抑制法の施行後の取組について 

 

平成 28 年 12 月 14 日 

経済産業省製造産業局 

化 学 物 質 管 理 課 

オゾン層保護等推進室 

 

１．フロン排出抑制法の普及啓発 

昨年度に引き続き、フロン排出抑制法の説明会を下記の通り実施する。併

せて、施行技術者育成のための委託事業を実施。詳細は、参考資料１参照。 

 

（1）フロン排出抑制法説明会 

法令概要及び第一種特定製品の管理者等に係る規制について説明会

（全国 40箇所、1箇所 80名程度を予定）を実施。 

 

（2）自治体・業界団体等向け 

  昨年度の説明会において、出席希望者のコメント（自治体・業界単位

で説明会を実施して欲しい、近くの会場が既に満席である等）等を踏ま

え、今年度は、自治体・業界団体等からの要望に対応し、全国 20箇所程

度の説明会を実施。 

 

（3）業務用冷凍空調機器に係る管理技術の向上等に関する技術講習事業 

  多種多様な業務用冷凍空調機器を使用する幅広い施工者に対し、冷媒

フロン類の漏えいを生じさせない適切な施工技術の向上のための技術及

び法令の周知を実施。 

 

 

２．業界での意識調査 

 フロン排出抑制法の施行に併せて、一般社団法人新日本スーパーマーケッ

ト協会等にて、会員企業に対して、フロン排出抑制法に関するアンケートを

実施。詳細は、参考資料２参照。 
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３．国における取組 

 国（経済産業省及び環境省）において、フロン排出抑制法の施行と併せて、

実施している取組は以下のとおり。 

 

① 予算事業関係 

 フロン排出抑制法説明会 

 フロン排出抑制法広報（展示会、ｅラーニングシステム構築） 

 業務用冷凍空調機器に係る管理技術の向上等に関する技術講習事業 

 先進技術を利用した省エネ型自然冷媒機器の導入補助 

 

② 広報 

 フロン排出抑制セミナー（平成 28年 3月） 

 ラジオ番組音声配信「地球環境を守る！フロン排出抑制法」（なるほど!!

ニッポン情報局）（平成 28年 3月） 

http://www.kokusen.go.jp/g_link/data/g-20160411_37.html 

 政府インターネットテレビ「地球温暖化を防ぐために 「フロンラベル」

が始まりました」の作成（平成 28年 5月） 

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg13669.html 

 

③ その他公表情報 

 フロン排出抑制法に基づくフロン類の再生量等及び破壊量等の集計結

果（平成 27年度分）（平成 28年 8月公表）（参考資料３） 

 フロン排出抑制法に基づく充塡回収量集計結果（平成 27年度の結果） 

（平成 28年 12月日公表）（参考資料４） 

 

 

（以上） 


